
○通知を発出した関係団体等一覧（１６団体）
・社会福祉法人全国社会福祉協議会全国児童養護施設協議会
・社会福祉法人全国社会福祉協議会全国乳児福祉協議会
・社会福祉法人全国社会福祉協議会全国母子生活支援施設協議会
・全国児童自立支援施設協議会

・全国情緒障害児短期治療施設協議会
・全国自立援助ホーム協議会

・日本ファミリーホーム協議会
・全国婦人保護施設等連絡協議会

ＣＬＴ活用促進のための検討事項への対応状況等について（児童福祉施設等）

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局資料）

○平成28年７月21日付で都道府県、指定都市、中核市に対して、社会福祉施設等の整備において、木材利用の促進、
ＣＬＴの活用促進に配慮するよう協力を求める旨通知。
（雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知）

各都道府県等への周知について

○例年実施している「社会福祉施設等における木材利用実態調査」において、ＣＬＴの活用状況について調査を行い、
継続的にＣＬＴ活用状況を把握していくこととしたい。

○ＣＬＴを利用した児童福祉施設等の整備予定
・平成28年度にＣＬＴを使った整備予定件数：２件 ・平成29年度にＣＬＴを使った整備予定件数：３件
※いずれも各自治体及び法人の予定や計画段階であるため、今後変更がありうる。

関係団体等への周知について

ＣＬＴの活用状況に関する調査について

・社会福祉法人日本保育協会
・公益社団法人全国私立保育園連盟
・社会福祉法人全国社会福祉協議会全国保育協議会
・NPO法人子育てひろば全国連絡協議会
・一般財団法人児童健全育成推進財団
・日本子ども子育て支援センター連絡協議会
・国立武蔵野学院
・国立きぬ川学院

○整備・運営段階におけるＣＬＴの強み（メリット）を全国に周知するこ とにより、更なるＣＬＴの活用を促進。
○全国児童福祉主管課長会議においてＣＬＴの積極的な活用について周知を行う。

今後の活用促進の取組について

資料６



 

雇児発０７２１第１７号  

社援発０７２１第５号  

障 発０７２１第２号  

老 発０７２１第２号  

平成 28 年７月 21 日  

 

  都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中 核 市 市 長 

 

   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長   

（公 印 省 略）   

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長   

（公 印 省 略）   

                         厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長   

（公 印 省 略）   

厚 生 労 働 省 老 健 局 長   

（公 印 省 略）   

 

社会福祉施設等における木材の利用の促進及びＣＬＴの活用について 

 

 社会福祉施設等の整備については、これまでも各都道府県等において、「公共建

築物等における木材の利用の促進に関する法律」（平成 22年法律第 36号）に基づ

き、公共建築物における木材の利用の促進に御尽力いただいているところである。 

 今般、林業及び木材産業の成長産業化を推進し、地方の持続的な産業の育成と雇

用の確保を図り、地方創生を実現すること等を目的に、ＣＬＴ（Cross Laminated 

Timber）（直交集成板）の公共建築物等への幅広く積極的な活用に向けて、ＣＬＴ

活用促進に関する関係省庁連絡会議を開催するなど、ＣＬＴ活用促進のための取組

を政府として行っていくこととしたところである。 

 ついては、社会福祉施設等の整備に当たり、木材の持つ柔らかさ、暖かさを取り

入れることにより施設入所者や利用者に精神的なゆとりと安らぎを与えるなどの

効果も期待できることから、木材の利用やＣＬＴの積極的な活用について御配慮を

いただくとともに、各都道府県知事におかれては管内市町村及び社会福祉法人等に

対しても、木材の利用やＣＬＴの積極的な活用についての周知に御協力をいただく

ようお願いする。 



雇児保発０７２１第１号  

平成２８年７月２１日  

 

 

 

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国保育協議会 御中 

 

 

   

        厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長    

     

 

 

児童福祉施設等における木材の利用の促進及びＣＬＴの活用について 

 

 

 日頃より、児童福祉行政にご理解とご協力を頂き、感謝申し上げます。 

さて、児童福祉施設等の整備においては、「公共建築物等における木材の利用の

促進に関する法律」（平成 22年法律第 36号。以下、「法」という。）に基づき、

木材の利用の促進に努めることとなっております。 

今般、林業及び木材産業の成長産業化を推進し、地方の持続的な産業の育成と雇

用の確保を図り、地方創生を実現すること等を目的に、ＣＬＴ（Cross Laminated 

Timber）（直交集成板）の公共建築物等への幅広く積極的な活用に向けて、ＣＬＴ

活用促進に関する関係省庁連絡会議を開催するなど、ＣＬＴ活用促進のための取組

を政府として行っていくこととしたところであり、各都道府県に対し、別添のとお

り、木材の利用促進及びＣＬＴの活用について通知したところです。 

 児童福祉施設等の整備については、木材の持つ柔らかさ、暖かさを取り入れるこ

とにより施設入所者や利用者に精神的なゆとりと安らぎを与えるなどの効果も期

待できることから、児童福祉施設等の整備にあたっては、木材の利用やＣＬＴの積

極的な活用についてご配慮をいただきますよう、お願いします。 

 

（参考資料）  

これを読めばわかるＣＬＴ  

（一般財団法人日本 CLT協会、公益財団法人日本住宅・木材技術センター） 


